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本日のアウトライン 

   １．国立女性教育会館の機能と役割 

  ２．男女共同参画センターに求められる役割   
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２ 
喫緊の課題に関する先駆的 
調査研究及び研修の実施 

１ 
 男女共同参画を推進する 

基幹的指導者の育成 

３  
男女共同参画に関する 
調査研究の成果や 
資料・情報の提供 

５  
  

海外の関係機関 
との連携協力 

研修事業 

情報事業 

教育・学習支援事業 

調査研究事業 

４ 
国内の関係機関 
との連携協力 

６ 
 男女共同参画に対する 

理解の促進・利用の促進 

男女共同参画社会 
の実現 

国際連携事業 
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国立女性教育会館の機能 



海 外 国 内 

ＮＷＥＣ 
男女共同参画推進機関 
Center of Centers 
 

 

 

①教育・学習支援事業 
②研修事業 
③調査研究事業 
④情報事業 
⑤国際連携事業 

女性関連施設 

：全国380機関 
対象：地域住民、事業主 

 

男女共同参画推進のための 
○各組織・機関における管理職・  
  リーダーの研修 
○学習プログラム提供 
○講師派遣 
○情報・資料の提供 

 

連携・支援 

２０２０３０の実現 

男女共同参画社会の実現＝ 
     男女が共に生きやすい社会 
 

 ・人権の尊重  

 ・個性と能力の発揮  

 ・政治的、経済的、社会的、文化的利益の享受  

 ・社会的責任を担う機会を得る 

 

 

大学・高専・学校 
対象：管理職、教職員、
研究者、学生、生徒、 

児童 

企 業 
 

対象：管理職、社員 

女性団体・NPO 
 

対象：地域住民、企業 

地方公共団体 
対象：組織内管理職、 
職員、地域住民、 

事業主 

 

中央省庁・ 
独立行政法人 

対象：管理職、職員 

 

国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）が考える我が国の男女共同参画社会の実現方策 国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）が考える我が国の男女共同参画社会の実現方策 国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）が考える我が国の男女共同参画社会の実現方策 

海外協定機関 

 
国  連 

国内・海外の情報・ 
 資料の収集・発信 

情報提供、協力・連携 

「女性リーダー育
成」に関するネット
ワーク・知見の蓄積 

連携・協働 

各組織・機関の意思決定部門に参画する女性
リーダーの育成 
・組織・機関のトップの意識改革 

・組織・機関の男女共同参画推進リーダーへの支援 

・組織・機関の職員（女性・男性）の意識啓発 

・組織・機関の関係者（利用者・学生等）の意識啓発 

・ネットワーク活かした他機関との連携・協働による  

 事業の実施 
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女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画推進研修 

  ・男女共同参画推進に向け、①女性関連施設②地方公共団体③団体等の  
３者が抱える課題を共有し、連携・協働関係による解決を促す。 

  ・「第３次男女共同参画基本計画」を地域で実現している先進事例を共有。 

  ・関係省庁担当者からの施策報告と、参加者も交えた質疑応答から、男女共
同参画に関する国の方向性など最新の動向を情報提供。 

  ・全日程を通じて、全国からの参加者同士の情報交換やネットワークづくりを
支援。 

【主なプログラム内容】(25年度） 

 ○講義・情報提供（国際的視野から） 
  ○施策説明（内閣府、文部科学省、厚生労働省） 
 ○コース別ワークショップ 
 ○情報交換会 
 
【取扱いテーマ】 
 ○男女共同参画をめぐる国内外の動向 
 ○組織マネジメント力の向上 
 ○官官・官民・多様な団体との連携 

  ○人材・施設・財源など地域資源の活用 

国連婦人の地位委員会に関する報告など 
国際的な取り組みの動向についての報告・講義 

情報交換会では、女性センター、行政、団
体の担当者がそれぞれの抱える課題につ
いて語り、知見を広めながら、解決へ向か
うネットワークを構築 
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・国際競争力を維持・強化し、質の高い研究を進めていくためには、 

 男女を問わず多様な研究者の育成が不可欠。 

・日本の学問・研究者の男女共同参画は他国に比し極端に遅れている。 

・大学・公的研究機関等の意思決定組織に所属する教職員等を対象に、高度 

 で専門的な研修を実施。 

・Ｈ25年度は11月28日（木）～29日（金）に実施。 

「なぜ大学における男女共同参画が必要なのか」 
について講義 

課題の共有化 

【主なプログラム内容】(24年度） 

 ○講義・情報提供（国際的視野から） 
 ○施策説明（文部科学省より） 
 ○先進国の取組例紹介（ドイツ、韓国等） 
 ○ベストプラクティス研究（企業の取組み） 
 ○ワークショップ 

【取扱いテーマ】 

 ○ワークライフバランス推進の具体的取組 
 ○女性研究者の研究力アップ 
 ○男女共同参画意識の学内への浸透 

         大学等における男女共同参画推進セミナー 
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          企業を成長に導く女性活躍促進セミナー 

 ・企業における女性の活躍促進を図るためには、トップ 

  に代表される企業内リーダーの意識改革が不可欠。 

・企業経営者、役員、管理職、現場で活躍する女性  

     リーダー等を対象に、女性の活躍を促進することの  

    意義や、ダーバー シティや男女共同参画の本質につ 

     いて学習するセミナーを実施。 

   ※平成２４年１２月からこれまで４回実施 

   ※県の経営者協会とも共催 

・参加者からは、他企業の取り組みについての情報を 

     得たり、ネットワークを構築できる貴重な機会であると 

     の評価。 

 ・これまでの議論から、女性の活躍を推進するために 

     は、女 性支援政策の充実よりも長時間残業の是正 

     が効果的であることが指摘摘されている。 
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  男女共同参画の推進のためには、女性センター、団体、学校、大学、企業、自治体
が横断的に取り組む必要がある。ＮＷＥＣはナショナルセンターとして、それぞれの
分野でこの問題に取り組むリーダーが一同に会し、共通する課題を探り、問題解決
につながるネットワークの在り方について考えるための会議を開催。 

 

 

          らんざん会議（H25.8.24） 

  組織で元気に活動する女性は多いが、組織の意思決定に関与する女性
が構成員のバランスに比して極めて少ないことが分野を超えた共通の課題
であることが明らかとなった。 
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                   調査研究の成果や資料・情報の提供等 

（１）調査研究の実施 
     ①女性関連施設の実態調査 
   ②大学内における男女共同参画の推進 
   ③男女共同参画と男性 
   ④ジェンダー統計    
   ※成果はＨＰや専用サイト（「男女共同参画と男性」）等で普及 
         印刷物（「男女共同参画ニュースレター」）による配信も 
 

（２）全国的な資料・情報の収集・提供 
     ①女性教育情報センター 

     ・男女共同参画に関する国内外の情報を収集       

   ②図書のパッケージ貸し出し  
     ・34機関へ6,500冊を貸出し。北海道から沖縄まで全国的展開 
     ③女性情報ポータル“Winet”（ウィネット） 
     ・年間30万件近いアクセス 
             

（３）女性アーカイブ 
     ①企画展示「建築と歩む」（大学・企業等７機関と連携）を実施 
     ②女性情報アーキビスト養成研修（入門＋実技コース）の実施 
     ③「ＮＷＥＣ災害復興支援女性アーカイブ」を公開 
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        女性関連施設の指定管理者導入施設に関する調査ー１ 
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職員の専門性育成

指定管理者としての継続性

施設・設備の整備

予算の減少

職員のモチベーションアップ

地域との連携

事業の継続性

施設の経営

政策調整

労務管理

担当課との関係

 平成２３年度、全国の女性関連施設３５７施設を対象として調査を実施。 
 （有効回答数２６９、うち指定管理導入は７２） 
  指定管理者としての課題について一番多かったのは「職員の専門性育成」で４６施設（６３．０％）。 
  以下、「指定管理者としての継続性」、「施設・設備の整備」、「予算の減少」、「職員のモチベーションアップ」、 
 「地域との連携」が５割以上であった。  

１．課題意識に対する調査結果 
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（１）職員の専門性育成 

   ・対策として、ほとんどの施設が「各種研修への積極的な参加」を挙げている。 

   ・スタッフの不足、経費削減によるパート社員増員など専門性育成の余裕がないとの回答も多数。 

（２）指定管理者としての継続性 

   ・契約を継続するために、情報収集、事業の自己評価システム、実績の積み上げなどを努力。 

   ・一方、契約期間が限定されているため、投資的経費の導入ができないといった声もあった。 

（３）施設・設備の整備 

   ・施設を所管する自治体の担当者と情報を共有し予算確保するなどの努力。 

   ・一方、老朽化しているにもかかわらず長期的な修繕予算が付かずその場凌ぎで対応という声も。 

（４）予算の減少 

   ・対策として、「経費節減」「利用料収入の増加」「外部資金の導入」に努めている施設が多い。 

（５）職員のモチベーションアップ 

   ・対策として、「研修への参加」「職員間の情報共有」を実施している施設が複数あった。 

   ・しかし、指定管理料が減額になる中、長期的に雇用している職員のベースアップができないこ   

    とがモチベーションを保つ上での課題となっているとの声も。 

（６）地域との連携 

   ・「出前講座の実施」「大学・企業・他機関との協働事業の実施」が多い。 

   ・「町内会長を運営委員に任命」「地域連携ネットワークに参加」「男女共同参画を推進・啓発   

    している登録グループには特に情報提供を行うなど、研修会等が積極的にできるよう支援」と   

    いった取り組みもみられた。 

 

    

 

 

 
 
 
 
 

        女性関連施設の指定管理者導入施設に関する調査－２ 

２．課題意識が上位だったものに関する記述（指定管理施設が実施している対策や意見等） 



地域の男女共同参画推進の拠点としてのセンター 

１ 住民に対する意識啓発 

 ① 男女共同参画社会の意味・意義や具体的なイメージ 

 ② 男女共同参画社会基本法・男女共同参画推進条例について 

 ③ 組織・機関の意思決定部門に参画する女性リーダーの必要性 

   （２０２０３０の達成） 

 

２ 地域内の男女共同参画を推進する人材育成・研修の実施 

 ① 地域内の各組織・機関の意思決定部門へ参画する女性リーダーの育成 

 ② 地域内の各組織・機関（市の男女共同参画センターを含む）の男女共同 

   参画の推進リーダーの育成 

 ③ 都道府県内の市区町村の幹部職員、男女共同参画担当職員、その他職員 

   に対する研修の実施。 

  

都道府県の男女共同参画センターに求める役割 

12 



３ 地域内の連携・協働の推進 

 ① 行政、大学、学生、企業、ＮＰＯ、住民等と連携・協働し、男女共同参 

    画に関する課題解決に向けた情報交換や事業の実施。 
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• 女性アーカイブの情報等を共有する
全国の女性関連施設とのネットワー
クを活かし、各地の女性関連施設に
保存された女性の視点での災害復
興支援活動記録を一元的に収集・保
存・管理・公開する仕組みを構築。 

• 各地の女性関連施設が果たしてい
る災害復興支援活動の記録の散逸
を防ぐとともに、全世界へ発信。 
http://w-archive.nwec.jp/saigai 

ＮＷＥＣ災害復興支援女性アーカイブ 

検索 

最新の登録データ 

トップ画面 

検索結果一覧 
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